
第３７号議案 

   足立区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区立公園条例の一部を改正する条例 

 足立区立公園条例（昭和３３年足立区条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条の６の次に次の１条を加える。 

 （運動施設の敷地面積の基準） 

第１条の７ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の５０

とする。 

 第２９条中「第５条の３」を「第５条の１１」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 都市公園法等の改正に伴い、運動施設の敷地面積の基準を定めるほか、

規定を整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


